
１３．造 船 業 の 現 況

（１）　造船業 （令和５年３月３１日現在）

　①許可造船所事業者・設備能力

小名浜造船株式会社 代表者 佐藤　壽久
いわき市小名浜下神白

字綱取１７７

　許可造船所：造船法第２条第１項の施設（総トン数５００トン以上又は長さ５０ｍ以上の鋼船を造修することが
　　　　　　　　　出来る造船台・ドック又は引揚船台を備える造船施設）を保有し許可を受けている造船所。

　②登録造船所事業者・設備能力

小名浜造船株式会社 いわき市小名浜下神白字綱取１７７

鋼船造船業・木船造船業

　船 台 名 　　設備能力 最大造修能力(トン) 　備　　　考

１号船台 　　　８３．５０×１１．００  ７０．００×１２．００（６９９）  許可船台と兼用

２号船台 　　　８０．００×  ９．８０  ４９．９０×  ９．８０（４９９）

３号船台 　　　７９．５０×  ９．８０  ４９．９０×  ９．８０（４９９）

４号船台 　　　７９．５０×  ９．８０  ４９．９０×  ９．８０（４９９）

相浦造船鉄工所 いわき市中之作字須賀１

鋼船修繕業

　船 台 名 　　設備能力 最大造修能力(トン) 　備　　　考

１号船台 　　１４７．５０× ４．４０  ４９．９０×  ８．８０（３００）

２号船台 　　１０１．００× ３．７０  ３０．００×  ７．４０（１００）

松川造船株式会社 相馬市尾浜字追川４４

鋼船修繕業・木船造船業

　船 台 名 　　設備能力 最大造修能力(トン) 　備　　　考

１号船台 　　１３２．００× ５．１０  ２８．５０×  ６．８０（２００）

　※大起造船工業(株)・(株)江名造船所・㈲磐城造船所・四倉造船所・㈲中之作造船所は実績なし。
　　 登録造船所：小型造船業法第４条の登録を受けている造船所（総トン数２０トン以上又は長さ１５ｍ以上の
　   鋼船又は木船の造修を行う造船所）。　ただし、許可造船所を除く。

　　　６９９Ｇ／Ｔ　　     修繕用船台

　　　主要寸法　    　　陸上耐圧部　　８３．５０×１３．００

　　　最大修繕船舶　　６９９トン　    　７０．００×１２．００

　　　許　　　　可　    　平成６年１２月１６日

- 34 -



  　 船質・総トン数別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数

20以上
100未満

15 1,055 14 975 15 1,052 12 875 10 777

鋼船

100以上
1000未満

36 11,106 36 11,357 38 12,153 38 12,066 37 11,542

1000以上
3000未満

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3000以上 4 223,147 5 284,020 4 233,352 4 233,352 4 233,352

20以上
100未満

5 182 5 182 5 182 5 174.57 8 313

100以上 1 112 1 112 1 112 1 112 1 112

鋼船 55 235,308 55 296,352 57 246,557 54 246,293 51 245,671

ＦＲＰ船 6 294 6 294 6 294 6 286.57 9 425

 計 61 235,602 61 296,646 63 246,851 60 246,580 60 246,096

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２） 登録船舶の推移     

各年１２月３１日現在

　　　　　　 年 330 元 2 4

FRP
船

合計

※「木船」は該当なし。
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